
市･県民税と所得税の申告
市･県民税および所得税の申告受付を実施します。期限内の申告にご協力ください。
日時･会場

申告･記載漏れにご注意
次のような申告漏れや記載漏れが見られますので、

ご注意ください。
・�年の途中で退職など、年末調整を受けていない方の
申告漏れ

・�医療費控除などで所得税の還付がある方の申告漏れ
・�住民税に関する事項の記載漏れ。市・県民税の税額が
正しく計算されない場合があります。

・�ふるさと納税ワンストップ特例に関する申請書を提
出していても、5団体を超える自治体にふるさと納
税を行った場合や、医療費控除などを受けるために、
所得税の確定申告をする場合は、ふるさと納税を行
った全ての金額を寄附金控除の計算に含めて申告す
る必要があります。

・�上場株式等の配当、特定口座（源泉徴収あり）に受
け入れた譲渡所得は、原則確定申告が不要ですが、
損益通算などのために申告できます。健康保険料等
の算定などに影響する場合がある点を考慮した上
で、申告が必要か判断してください。１度申告する
と、納税通知書が届いた後ではその選択を取り消す
ことができません。
詳しくは、お問い合わせいただくかホームページを

ご覧ください。 確定申告　問合せ事項Q&A

問東部市税事務所市民税課(中央･若葉･緑区)�☎233-8140�FAXFAX233-8354　西部市税事務所市民税課(花見川･稲毛･美浜区)�☎270-3140�FAXFAX270-3227
千葉東税務署�☎225-6811　千葉南税務署�☎261-5571　千葉西税務署�☎274-2111

自宅での申告書作成をご検討ください
申告相談会場は非常に混み合い、待ち時間が長くな

る場合があります。多くの方が集まる状況を避けるた
め、自宅などで申告書を作成し、郵送などによる提出
にご協力をお願いします。
市･県民税の申告書
市ホームページで作成し、郵送で提出することがで

きます。
作成方法など詳しくは、 千葉市　申告書　

所得税の確定申告書
国税庁のホームページで作成し、電子送信または郵

送で提出することができます。
作成方法など詳しくは、 作成コーナー　

2022年度（2021年分）の主な税制改正
住宅借入金等特別控除の適用要件の弾力化
・�一定の要件を満たし、2022年12月末までに入居をした場合は、控除期間が13年に
なります。
上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の申告手続きの簡素化
・�2021年分の所得税確定申告書から様式が改正され、所定の箇所に記入することで、
所得税で申告した特定口座（源泉徴収あり）の上場株式等の配当等所得や譲渡所得
等のすべてを個人住民税で申告不要（総所得金額等や合計所得金額に含めない）に
できます。
そのほかの税制改正や内容など詳しくは、 千葉市税　2022年度　税制改正　

税理士による無料申告相談会
日　　時　�①1月31日㈪、2月1日㈫、②3日㈭･4日㈮、③7日㈪･8日㈫、④9日㈬

･10日㈭10：00～15：30（12：00～13：00を除く）
会　　場　�①生涯学習センター、②都賀コミュニティセンター、③千城台コミュニ

ティセンター、④市民会館
対　　象　�年金受給者と給与所得者の所得税、小規模事業者の所得税および復興特

別所得税と個人消費税
　　　　　　＊�土地、建物、株式などの譲渡所得がある方、住宅ローン控除を初めて

申告する方を除く
定　　員　各先着100人
申込方法　当日直接会場へ。

問千葉東税務署�☎225-6811�課税管理課�FAXFAX245-5540

申告書の配布
市税事務所市民税課、市税出張所、市民センター、連

絡所で、市･県民税申告書と一部の所得税の確定申告
書を配布します。確定申告書は、数に限りがあります。
持ち物
・�マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバー
カード。お持ちでない方は、番号確認書類（個人番
号通知カードなど）と身元確認書類（写真付き身分
証明書1点または写真なしの身分証明書2点）

・源泉徴収票など収入が分かるもの
・�健康保険料、国民年金保険料、介護保険料、後期高
齢者医療保険料の支払金額がわかる証明書･領収書
など

・�生命保険料、地震保険料、長期損害保険料の控除証
明書など

・医療費控除を受ける方は医療費控除の明細書など
・申告書（持参できる方）
＊�証明書･領収書などは2021年中に支払ったものに
限ります。

税の種類 日時 会場

市･県民税

2/1㈫～3/15㈫の平日
8：30～17：30

区役所
（中央＝11階、花見川＝2階、稲毛＝2階、
若葉＊¹＝1階または2階、美浜＊¹＝2階また
は4階）

2/1㈫～15㈫、2/28㈪
～3/15㈫の平日8：30～
17：30

緑区役所3階

2/16㈬～25㈮の平日
9：00～17：30 鎌取コミュニティセンター3階

所得税
（提出のみ。
確定申告書
の作成相談
の予約は終
了していま
す。）

2/16㈬～25㈮の平日
9：00～17：30 鎌取コミュニティセンター3階

2/16㈬～3/15㈫の平日
8：30～17：30

区役所
（花見川＝2階、稲毛＝2階、若葉＊¹＝1階ま
たは2階、美浜＝4階）

2/28㈪～3/15㈫の平日
8：30～17：30 緑区役所3階

所得税
2/16㈬～3/15㈫の平
日、2/20㈰･27㈰9：00～
16：00＊2

千葉東税務署1階
千葉西税務署別館
千葉南税務署1階

・�所得税の確定申告書を税務署以外の会場で提出した場合も、書類の確認は税務署で
行います。

・�住所地により管轄税務署が異なります。また、税務署では駐車場が使用できません。
そのほかの会場も駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。

＊1　日にちにより会場のフロアが変わります。区役所内の案内をご確認ください。
＊2　入場整理券を配付します。詳しくは、 確定申告　入場整理券　

固定資産税･都市計画税第4期の納期限は2月28日㈪です。口座振替の方は残高をご確認ください。

2022年（令和4年）2月号くらし・地域4 ちば市政だより
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